★健康づくり応援物品の貸出しのご案内★

自治区や地区コミュニティ会議等を中心に、地域でウオーキングをはじめ健康づくり活動に活発に取り組んでいただけるよう、地域で実施する健康づくりを応援する物品を貸し出していますので、是非御活用ください。

■健康づくり応援物品について
対象
自治区、コミュニティ会議、市内の学校、事業所、市在住、在勤、在学する人で構成された１０人以上の団体等

貸出物品
[image: ]市ホームページ（https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kenkou/kenkoudukuri/1002978.html）を御参照ください。
※右の二次元コードからもリンクできます。
ページ内の貸出物品一覧のＰＤＦから御確認ください。
申込み
1　「豊田市健康づくり応援物品等貸出申請書（様式第１号）」を、貸出希望日の３１日前までに健康づくり応援課（東庁舎４階）に提出してください。
· 事前に電話での仮予約を受け付けますが、申請書の提出をもって正式な予約とします。
· 申請書はEメール（kenkououen@city.toyota.aichi.jp）で提出してください。（郵送・ファクス・持参での提出可）
2　健康づくり応援課から貸出決定通知書を送付します。
· 健康づくり応援課窓口での貸出・返却とし、持ち運びは申請者でお願いします。
貸出期間
· 健康チェック物品、健康イベント物品：貸出日から７日以内
· 健康づくり学習教材：貸出日から３１日以内
【問合せ】
健康づくり応援課（市役所東庁舎４階）
〒471-8501　豊田市西町３－６０
電話：３４-６６２７　FAX：３４-６１８６
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